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題名／里の祭り　提供／大波 天久　中国書法研究院客員教授

～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料

●●●● ●●●●

300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます



法人番号の調べ方のご紹介―【国税庁法人番号公表サイト】―
税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 古市 尚治

１．作成の時期
　印紙税は、課税文書を作成した時点で納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことに
なります（法３①）。ここにいう「作成」とは単なる課税文書の調整行為をいうのではなく、課税文書
となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。
ですから、課税文書の「作成の時」＝「納税義務の成立の時」は、その行使の態様により、次のように
なります（基通４４）。

２．作成者
　納税義務者は、課税文書の作成者ですが、この「作成者」とは、単に文章を書いた人ではなく、その文章に表示されている作
成名義人であり、その文書により証明されている権利関係の当事者のことをいいます。法に規定する納税義務者は、具体的に
は次の区分により、それぞれに掲げる者をいいます（基通４２）。

３．２以上の者が共同して作成した文書
　一つの文書を２人以上の者が共同して作成した場合には、当該２人以上の者は、その課税文書に対して、連帯して印紙税を
納める義務があります（法３②）。つまり、共同作成者全員が連帯して納税義務者になります。そして、課税文書を共同で作成し
た者のうち一人がその課税文書に係る印紙税を納付した時には、他の者の納付義務は消滅することになります（基通４７）。
　なお、国、地方公共団体及び法別表第２に掲げる非課税法人（以下「国等」といいます）と国等以外の者とが共同で作成した
文書については、国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成した者として課税され、国等以
外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされて課税されません（法４⑤）。
４．印紙の消印の方法
　印紙税の課税対象となる文書に印紙を張り付けた場合には、その文書の印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければ
ならないことになっています（法８②）。そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又
は署名によることになっています（令５）。このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなく
ても署名でもよいとされているところから文書の消印は、その文書に押した印でなくとも、作成者、代理人、使用人、従業者の
印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
　ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほ
か、氏名・名称などを表示した日付印、役職名、名称等を表示したゴム印のようなものでも差し支えありません（基通６５）。
　署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも、通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と
表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には該当しませんから、消印したことにはなりません。
　また、印紙は判明に消さなければならないとされていることから、一見して誰が消印したのかが明らかとなる程度に印章
を押し又は署名することが必要であり、かつ通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛
筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
　次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書に
張り付けた印紙は、その作成者のうちの一人が消せばよいことになっています（基通６４）。
　なお、過去に作成した文書に印紙が貼付されていない場合には「印紙税不納付事実申出書」を税務署に提出のうえ、納付す
ることになります。

税のミニ通信 印紙税の納税義務者

文書の区分 納税義務の成立の時 例　示
相手方に交付する目的で作成される課税文書

契約者当事者の意思の合致を証明する目的で
作成される課税文書
一定事項の付込み証明をすることを目的として
作成される課税文書
一定事項の付込み証明をすることを目的として
作成される課税文書

証明の時

最初の付込みの時

認証の時 定款

本店に備え置くものに限り課税文書に該当するもの 本店に備え置く時 新設分割計画書

各種契約書、協定書、約定書、合意書、覚書

預貯金通帳、その他通帳、判取帳

交付の時 手形、株券、出資証券、社債券、預貯金証書、
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、保険証券、
配当金領収書、受取書、請書、差入書
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区　　分 納税義務者
法人等の役員又は法人等若しくは人の従業員が、その法人等又は人の業務又は財産に
関して作成する課税文書

当該法人等又は人

その他課税文書 当該課税文書に記載された作成名義人



法 人 こ お り や ま 第457号      （4）平成28年7月1日



法 人 こ お り や ま 第457号（5）      平成28年7月1日



法 人 こ お り や ま 第457号      （6）平成28年7月1日



法 人 こ お り や ま 第457号（7）      平成28年7月1日



法 人 こ お り や ま 第457号      （8）平成28年7月1日

　6月2日、第4回通常総会・記念講演会を郡山ビューホテルアネックスで開催
した。第一部の記念講演会は、独自のアンチエイジング法で知られる、ナグモ
クリニック総院長　医学博士の南雲吉則氏にご講演いただき、会員はじめ一
般聴講者約400名が参加した。大切な人をがんから守るために今できること
として、「がんは不摂生により傷ついた粘膜を塞ぐためにできる。暴飲暴食や
喫煙など日々の不摂生によりがんが増殖するので、生活習慣の改善が重要で
ある。」と呼びかけた。食事に関する間違った知識や健康長寿の秘訣などを
語った。
　最後に、「今の自分があるのは親や周りの人に守られてきたから。その恩を今度は子供や世の中に返
す番である。そのためにも今日から摂生してがん患者を減らし、郡山を、そして日本を変えるために世の
中に尽くしてほしい。」と、メッセージを送った。
　講演会に引き続き、通常総会を開催。議事では、平成27年度事業報告、平成28年度事業計画及び収支
予算を報告。決議事項では、平成27年度決算承認の件について上程され、異議なく承認された。今年度
の主な事業は、企業の税務コンプライアンス向上を目的とした「自主点検チェックシート」の配布のほか、
租税教室、税に関する標語・絵はがきコンクール、地域社会への貢献を目的とした婚活事業を実施する。
　また、優良経理表彰などの各種表彰も行い、伊野会長から受賞者に表彰状を手渡した。
　最後に、ご来賓の皆さまを囲んでの会員懇談会を開催。約100名が参加し、情報交換や会員相互の交
流を深めた。
　各種表彰受賞者は次の通り。

　6月9日、新設法人税務研修会を郡山法人会館で開催した。郡山税務署の
若木審理専門官より、会社設立後の届出関係及び源泉徴収のしかた等、税法
の基礎的な事項を説明した。また、法人会の役割と事業内容について説明し
法人会への入会を呼びかけた。
参加者は真剣にメモを取り、終了後も個別に質問するなど理解を深めた。　

○優良経理担当者
　㈱神成興業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神成　央子
　㈲共栄酒井保険事務所・・・・・・・・・酒井賀代子
　学校法人 尚志学園・・・・・・・・・・・・・大和田　香
　㈱ダスキン福島 ダスキン鳴神支店・・・妹尾美奈子
　㈱丸佳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・飯村　春菜
　ナースバンク㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・安田　早苗
　㈱タムラコーポレーション・・・・・・根本　明美
　㈱アイワコーポ・・・・・・・・・・・・・・・・・矢吹　莉奈
　郡山運送㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橘　　裕貴

○会員拡大功労者
　郡山信用金庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・有馬　賢一
　福島県商工信用組合・・・・・・・・・・・橋本　　清
　㈱三貴商事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・椎根　義人
　㈱クリエイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤塚　英夫

○経営者大型保障制度受託会社職員功労者
　大同生命保険㈱ 郡山支社・・・・・小幡　寛志
　大同生命保険㈱ 郡山支社・・・・・山下　光子

「第４回通常総会・記念講演会」開催「第４回通常総会・記念講演会」開催

新設法人税務研修会開催新設法人税務研修会開催

通常総会

記念講演会の南雲吉則講師

優良経理担当者表彰受賞の
神成央子さん

新設法人税務研修会

発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会


